
瀬戸 ク ーンセンター条例 一部を改正 条例を に公  

成 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 ク ーンセンター条例 一部を改正 条例 

瀬戸 ク ーンセンター条例 昭和 瀬戸 条例第 号 一部

を次 うに改正  

次 表 改正前 欄に掲 規定を同表 改正 欄に掲 規定に

線 示 うに改正

改正  改正前 

最大処理量  最大処理量  

第 条 瀬戸 ク ーンセンター 尿処理施設

処理施設 いう に い 処理

尿及び浄化槽に係 汚泥等 浄化槽

汚泥等 いう 最大量 日に き

キロ ット  

第 条 瀬戸 ク ーンセンター 尿処理施設

処理施設 いう に い 処理

尿及び浄化槽に係 汚泥等 浄化槽

汚泥等 いう 最大量 次に掲

 

  尿 日に き キロ ット  

  浄化槽汚泥等 日に き キロ ット

 

技術管理者 資格   

第 条 廃棄物 処理及び清掃に関 法 昭

和 法 第 号 第 条第 項に規

定 条例 定 資格 次

 

 

 技術士法 昭和 法 第 号 第

条第 項に規定 技術士 化学部門

水道部門又 衛生工学部門に係 第 次試験

に合格 た者に限  

 

 技術士法第 条第 項に規定 技術士

前号に該当 者を除く あ

 



廃棄物 処理に関 技術 実務に

従 た経験を  

 廃棄物 処理及び清掃に関 法

第 条に規定 環境衛生指導員 職に

あ た者 

 

 学校教育法 昭和 法 第 号 に

基 く大学 短期大学を除く 次号に い

同 又 旧大学 大正 勅 第

号 に基 く大学 理学 薬学 工学若

く 農学 課程に い 衛生工学 旧大学

に基 く大学にあ 土木工学 次号に

い 同 若 く 化学工学に関 科

目を修 卒業 た 廃棄物 処

理に関 技術 実務に従 た経験を

者 

 

 学校教育法に基 く大学又 旧大学 に基

く大学 理学 薬学 工学 農学若 く

に相当 課程に い 衛生工学若

く 化学工学に関 科目 外 科目を修

卒業 た 廃棄物 処理に関

技術 実務に従 た経験を 者 

 

 学校教育法に基 く短期大学若 く 高等

専門学校又 旧専門学校 明治 勅

第 号 に基 く専門学校 理学 薬学

工学 農学若 く に相当 課程に

い 衛生工学 旧専門学校 に基 く専門

学校にあ 土木工学 次号に い 同

若 く 化学工学に関 科目を修

卒業 た 廃棄物 処理に関

技術 実務に従 た経験を 者 

 

 学校教育法に基 く短期大学若 く 高等

専門学校又 旧専門学校 に基 く専門学校 

理学 薬学 工学 農学若 く

に相当 課程に い 衛生工学若 く

化学工学に関 科目 外 科目を修

 

 



卒業 た 廃棄物 処理に関

技術 実務に従 た経験を 者 

 学校教育法に基 く高等学校若 く 中等

教育学校又 旧中等学校 昭和 勅

第 号 に基 く中等学校に い 土木 

科 化学科若 く に相当 学科を 

修 卒業 た 廃棄物 処理に 

関 技術 実務に従 た経験を  

者 

 

 学校教育法に基 く高等学校若 く 中等

教育学校又 旧中等学校 に基 く中等学校

に い 理学 工学 農学に関 科目若

く に相当 科目を修 卒業 た

廃棄物 処理に関 技術

実務に従 た経験を 者 

 

 廃棄物 処理に関 技術

実務に従 た経験を 者 

 

 前各号に掲 者 同等 知識及び技

能を 認 者 

 

委任  委任  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

  

附 則 

条例 成 日 施行  

    


